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Ⅰ．行政改革推進法の実施状況 

行政改革推進法の概要 区分 実施状況 

１．政策金融改革 

○平成 20 年度において、現行政策金融機関（商工組合中央金

庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公

庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀

行及び日本政策投資銀行）の組織及び機能を再編成し、その

政策金融の機能を新たに設立する一の政策金融機関に担わ

せる（沖縄振興開発金融公庫については平成 24 年度以降に

統合）。国際協力銀行の政府開発援助機能は独立行政法人国

際協力機構に担わせる。 

○平成 20 年度末における新政策金融機関（沖縄振興開発金融

公庫を含む）の貸付金残高の対ＧＤＰ比が、平成 16 年度末

の現行政策金融機関の貸付残高の対ＧＤＰ比の半分以下と

なるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商工組合中央金庫を完全民営化するものとし、平成 20 年度

に、国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講ず

る。その５年後から７年後を目途として、政府出資をすべて

処分する。 

 

法第４条 

～第 13 条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第６条 

 

 

 

 

○国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及

び国際協力銀行を統合し、一の新政策金融機関として株式会

社日本政策金融公庫（以下「新公庫」という。）を設立するこ

ととし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める「株

式会社日本政策金融公庫法案」及び同法の施行に伴い、関係

法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定める「株

式会社日本政策金融公庫法案の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律案」を平成 19 年通常国会（第 166 回。以下同）に

提出。 

・新公庫の目的として、民業補完の趣旨を明記するとともに、

行政改革推進法の規定により限定された機能を担い、危機

対応に必要な金融を行うほか、当該必要な金融が民間金融

機関により行われることを可能とすることを規定。 

・新公庫の業務の範囲について行政改革推進法の規定に則り

規定。新公庫の成立後、政府は新公庫の業務の在り方につ

いて検討を加え、所要の措置を講ずる旨を規定。 

○国際協力銀行の海外経済協力業務を独立行政法人国際協力機 

構に移管する等の内容の「独立行政法人国際協力機構法の一

部を改正する法律」が、平成 18 年臨時国会（第 165 回。以下

同）において成立。      

 

○商工組合中央金庫の完全民営化の実現に向けて、株式会社商

工組合中央金庫の業務の内容等を定めるとともに、特殊会社

への組織転換の手続を定める「株式会社商工組合中央金庫法

案」を平成 19 年通常国会に提出。 
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○日本政策投資銀行を完全民営化するものとし、平成 20 年度

に、国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講ず

る。その５年後から７年後を目途として、政府出資をすべて

処分する。 

 

 

 

 

 

 

○公営企業金融公庫を、平成 20 年度において、廃止し、地方

公共団体のための資金調達を公営企業金融公庫により行う

仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用し

て行う仕組みに移行させる。 

 

 

 

 

○平成18年度から平成20年度までの間に初めて中期目標期間

が終了する独立行政法人が行う融資等業務、公益法人・特殊

法人が行う融資等業務について、平成 18 年度に見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第６条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第７条 

 

 

 

 

 

 

 

法第 14 条 

 

 

 

 

・協同組織から株式会社へ組織転換（特殊会社化）。 

・特殊会社化後、市場動向を踏まえつつ、概ね５年後から７

年後を目途として、政府保有株式をすべて処分。処分後、

直ちに「株式会社商工組合中央金庫法」を廃止するための

措置その他必要な措置を講ずる旨を規定。 

 

○日本政策投資銀行の完全民営化の実現に向けて、株式会社日

本政策投資銀行（以下「新会社」という。）を設立するととも

に、その業務の内容その他の事項を定める「株式会社日本政

策投資銀行法案」を平成 19 年通常国会に提出。 

・特殊法人を解散し、新会社を設立（特殊会社化）。 

・特殊会社化後、市場動向を踏まえつつ、概ね５年後から７

年後を目途として、政府保有株式をすべて処分。処分後、

直ちに「株式会社日本政策投資銀行法」を廃止するための

措置その他必要な措置を講ずる旨を規定。 

 

○公営企業金融公庫の廃止及び新たな仕組みの構築に必要な事

項について定める「地方公営企業等金融機構法案」を平成 19

年通常国会に提出。 

・特殊法人を廃止し、地方公共団体が自ら設立・運営する機

構を設立。 

・業務範囲は、現公庫よりも絞込み、重点化。事業規模も、

段階的に一定の縮減。 

 

○独立行政法人が行う融資等業務（出資、直接融資、債務保証

等、利子補給）について、行政改革推進本部の行政減量・効

率化有識者会議、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員

会による指摘を踏まえ、各主務大臣において作成された見直

し案が、平成 18 年 12 月 24 日行政改革推進本部の議を経て、
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決定。 

・59 の融資等業務のうち、54％に当たる 32 業務を廃止・縮 

小。これを受けて、（独）雇用・能力開発機構については「雇

用保険法等の一部を改正する法律案」を平成 19 年通常国会

に提出、（独）中小企業基盤整備機構については「産業活力

再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を平成 19 年通

常国会に提出。 

・新規融資の規模について単年度平均で約 1,800 億円縮小。

債務保証等のために設けられていた基金等のうち、余剰資

金等約 180 億円の国庫返納等の効果が見込まれるところ。 

○公益法人の融資等業務（62 事業）については補助金等の交付

により造成した基金の見直しと一体的に見直しを行った結

果、直近３年以上実績がない事業などについて特段の事情が

ない限り廃止することとし、保証割合が 100％の債務保証事

業について原則として部分保証を導入するなどの見直しを行

うことを平成 18 年 12 月 24 日行政改革推進本部において決

定。また、特殊法人の融資等業務（９事業）についても見直

しを行い、事業の廃止などについて上記本部において決定。 
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２．独立行政法人の見直し 

○平成 18 年度以降に初めて中期目標期間が終了する独立行政

法人に関し、歳出縮減を図る見地から、業務の廃止・縮小・

重点化等の見直しを行う。 

（※「行政改革の重要方針」における同様の規定による見直し

及び「独立行政法人通則法」による見直しと併せて実施）

○融資等業務の見直し結果に応じ、当該独立行政法人の組織の

在り方についても見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 15 条 

～第 16 条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中期目標期間終了時の組織・業務の見直しの結論を平成 18

年中に得る 23 の独立行政法人について、行政改革推進本部の

行政減量・効率化有識者会議、総務省の政策評価・独立行政

法人評価委員会による指摘を踏まえ、①国の歳出の削減等を

図る観点からの業務の廃止・縮小・重点化、②59 の融資等業

務（出資、直接融資、債務保証等、利子補給）のうち、54％

に当たる 32 業務の廃止・縮小、③自動車検査独立行政法人の

役職員（875 人：平成 18 年１月現在）の非公務員化等を内容

とする主務大臣において作成された見直し案が平成 18 年 12

月 24 日の行政改革推進本部の議を経て、決定。 

・今回の見直しにより、次期中期目標期間全体で約 1,900 億

円のコスト(一般管理費＋業務費)削減効果が見込まれると

ころ。 

・23 法人のうち唯一特定独立行政法人（公務員型）であった

自動車検査独立行政法人の役職員の非公務員化について

は、「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部

を改正する法律案」が平成 19 年通常国会において成立（平

成 19 年４月１日施行予定）。 
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３．特別会計改革 

○特別会計改革は、特別会計の廃止・統合、経理の明確化を図

るとともに、特別会計の事務事業の合理化・効率化を図るこ

とにより平成 18～22 年度を目途に計画的に推進する。 

○平成 18 年度からの５年間で、特別会計の資産、剰余金をス

リム化し、総額 20 兆円程度の財政健全化への寄与を目指す。

○特別会計の新設は、事務事業の合理化・効率化、財政の健全

化に資する場合を除き、行わない。また、５年ごとに存続の

必要性を検討する。 

○特別会計の廃止・統合、一般会計と異なる取扱いの整理、企

業会計の慣行を参考とした情報開示のため、本法の施行後１

年以内に法制上の措置を講ずる。 

○個々の特別会計につき、廃止及び統合、事務及び事業の効率

化等改革の方向性を定める。 

 

 

 

 

 

○特定財源制度に係る税の収入額の使途の在り方について、納

税者の理解を得られるよう、見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 17 条 

～第 41 条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 20 条 

 

 

 

○全ての特別会計を対象として、特別会計の廃統合、剰余金の

処理などの一般会計と異なる取扱いの整理、特別会計に係る

情報開示についての法制上の措置を講ずる「特別会計に関す

る法律案」が平成 19 年通常国会において成立（平成 19 年４

月１日施行予定）。 

・平成 22 年度末（平成 23 年４月１日）までに 31 の特別会計

を 17 に統廃合。 

・剰余金の処理について、財政健全化に貢献するため、全て

の事業を行う特別会計について、剰余金を一般会計に繰り

入れることを可能とする等の共通ルールを整備。 

・各特別会計について、企業会計の慣行を参考とした資産・

負債等の開示の法定化。 

○平成18年度予算において13.8兆円、19年度予算において1.8

兆円を一般会計等に繰り入れ、財政健全化に貢献。 

○平成 19 年度予算においては、各特別会計歳出について、事務

及び事業の更なる合理化・効率化を図ることにより合計約

0.7 兆円を削減。 

 

○道路特定財源について、「道路特定財源の見直しに関する具体

策」を平成 18 年 12 月８日閣議決定。今後、この具体策に基

づく見直しを行う。 
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４．総人件費改革 

○総人件費改革は、国家公務員及び地方公務員について、その

総数の純減及び給与制度の見直しを行うとともに、独立行政

法人、国立大学法人等、特殊法人及び認可法人の役員及び職

員についても、これに準じた措置を講ずることにより、これ

らの者に係る人件費の総額の削減を図ることにより行われ

るものとする。 

 

○国家公務員（郵政公社職員を除く 68.4 万人）を平成 18 年度

からの５年間で５％以上純減する。 

・国の行政機関の定員（33.2 万人）を平成 18 年度からの５

年間で５％以上純減。その実現のため、国の事務及び事業

に関し合理化及び効率化のための措置を講ずる。 

 

 

・自衛官の人員数（23.7 万人）について、国の行政機関の

定員純減の例に準じて純減。 

 

・国会、裁判所、会計検査院、人事院の職員の定員（3.1 万

人）についても、各機関の特質等にも留意しつつ、行政機

関に準じた取組を行うよう求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 42 条 

 

 

 

 

 

 

法第 43 条 

 

法第 44 条 

～第 50 条

 

 

 

法第 44 条 

 

 

重要４（１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○定員純減及び給与構造改革等の人件費改革により、平成 19

年度予算ベースで以下の削減効果が見込まれる。 

①国家公務員の人件費改革の歳出削減効果 

▲1,940 億円程度（財務省試算） 

 ②地方公務員の人件費改革の歳出削減効果 

▲7,100 億円程度（総務省試算）（地方財政計画ベース） 

 

○左記総人件費改革の趣旨に留意し、以下の具体的な取組を 

推進。 

・ 国の行政機関の定員 33.2 万人のうち 18,936 人（5.7％）

以上の純減を確保する「国の行政機関の定員の純減につい

て」を平成 18 年６月 30 日閣議決定。平成 19 年度は総人件

費改革の実質初年度として、平成 18 年度（▲1,502 人）を

大幅に上回る純減（▲2,129 人）を確保。 

・平成19年度は、教育・給食・整備・補給等の分野で業務の

民間委託を進める等により、▲778人の実員の純減（18年度

▲300人）を確保。 

・特別機関（国会（衆議院、参議院、国立国会図書館）、裁判

所、会計検査院、人事院）においても、行政機関の取組を

踏まえ、業務の合理化・民間委託の実施等の取組を実施。 

（注）19年度の取組状況は以下のとおり。 

   国会      ▲45 人 （18 年度：▲36 人） 

衆議院（事務局・法制局）      

▲18 人 （18 年度：▲21 人） 

    参議院（事務局・法制局） 

         ▲16 人 （18 年度：▲ 9 人） 

    国立国会図書館 ▲11 人 （18 年度：▲ 6 人） 

    裁判所     ＋75 人 （18 年度：＋78 人） 
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○国の事務・事業の合理化及び効率化に伴う定員の改廃に当た

り、関係する職員の異動を円滑に行うため、府省横断的な配

置転換、職員研修を行う仕組みの構築、職員の採用抑制を講

ずる。 

 

 

 

 

 

○国家公務員の給与制度について、職務と責任に応じた給与の

体系、国家公務員の給与と民間における賃金との比較方法の

在り方その他の事項についての人事院における検討の状況

を踏まえ、必要な措置を 18 年度から講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 18 年度以降に中期目標の期間が終了する特定独立行政

 

 

 

 

 

 

法第 45 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 51 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 52 条 

    会計検査院   ▲15 人 （18 年度：▲ 1 人） 

    人事院     ▲ 5 人 （18 年度：▲ 3 人） 

    ※裁判所については、裁判官等の裁判部門の要員確保 

を図る一方で、司法行政部門を中心に業務の見直し 

により▲100 人の定員削減、他に▲30 人の内部振替 

を実施。 

○「国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画」を

平成18年６月 30日に閣議決定。配置転換対象職員数を2,908

人と設定するとともに、国家公務員雇用調整本部（内閣官房

長官を本部長、国・地方行革大臣等を副本部長とし、各省副

大臣で構成）を設置。同日、第一回雇用調整本部を開催し、

19年度の各府省の受入目標を728人と設定し、これまでに748

人の受け入れが内定。平成 19 年３月２日に、第二回雇用調整

本部を開催し、平成 20 年度の各府省の受入目標を 704 人と設

定。 

・ 平成 18 年度から、①地域の民間賃金をより適切に反映さ

せるための地域間給与配分の見直し、②年功的な給与上昇

の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換、③勤務実

績の給与への反映の推進等の給与構造改革を実施。 

・平成 18 年の人事院勧告において官民給与比較方法の見直 

し（比較対象企業規模 100 人以上→50 人以上等）が行われ

たほか、給与構造改革を引き続き推進することを内容とす

る同勧告を受け、「一般職の職員の給与に関する法律等の一

部を改正する法律」が平成 18 年臨時国会において成立。同

法律の例に準じて、防衛省においても「防衛庁の職員の給

与等に関する法律の一部を改正する法律」が平成 18 年臨時

国会において成立。 

 

○自動車検査独立行政法人の役職員（875 人）を非公務員化す
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法人のうち、役職員に国家公務員の身分を与えることが必要

と認められないものは、特定独立行政法人以外の独立行政法

人に移行させる。 

○独立行政法人等は、その役員及び職員に係る人件費の総額に

ついて、平成 18 年度以降の５年間で平成 17 年度における額

から５％以上減少させることを基本として、人件費を削減す

るよう取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○政府は、地方公務員の総数が平成17年度から５年間で4.6％

以上純減させたものとなるよう、地方公共団体に職員数の厳

格な管理を要請し、協力する。 

 

 

 

○政府及び地方公共団体は、公立学校の教職員（公立義務教育

諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和

 

 

 

法第 53 条 

～第 54 条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 55 条 

 

 

 

 

 

 

 

る「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を

改正する法律案」が平成 19 年通常国会において成立（平成

19 年４月１日施行予定）。 

○独立行政法人について、国家公務員の定員の削減目標（今後

５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、主務

大臣は、各法人の中期目標を改定し、国家公務員に準じた人

件費削減の取組を指示することとし、各法人の長は、その取

組を含め中期計画を策定。 

○国立大学法人法に基づく法人について、国家公務員の定員の

削減目標（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革

を踏まえ、主務大臣は、各法人の中期目標において、国家公

務員に準じた人件費削減の取組を示し、各法人の長は、その

取組を含め中期計画を変更。 

○特殊法人及び認可法人について、主務大臣より各法人に対し

て、国家公務員の定員の削減目標（今後５年間で５％以上の

純減）及び給与構造改革を踏まえ、各法人ごとに、国家公務

員に準じた人件費削減の取組を行うことを要請し、各法人は、

要請を踏まえて人件費削減計画を策定。 

○主務大臣は、各法人の人件費削減の取組状況について的確な

把握等を実施。 

 

○地方公務員の総数は、平成 18 年４月１日現在で 299 万 8,402

人であり、｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006｣

（平成 18 年７月７日閣議決定。以下「基本方針 2006」）に

おいて、５年間で行政機関の国家公務員と同程度の定員純減

（▲5.7％）を行うと決定されているところ、18 年度で、対

前年比▲43,720 人（▲1.4％）と純減。 

○平成 19 年度の自然減（▲900 人）等を平成 19 年度義務教育

費国庫負担金予算額（案）に計上。 
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三十三年法律第百十六号）第二条第三項に規定する教職員及

び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関す

る法律（昭和三十六年法律第百八十八号）第二条第一項に規

定する教職員をいう。）その他の職員の総数について、児童

及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため

必要な措置を講ずるものとする。 

○地方公共団体は、地方公務員の給与について、国家公務員に

準じた措置等を通じ、民間給与の水準を的確に反映させるよ

う努める。 

  政府は、人材確保法の廃止を含めた見直しその他公立学校

の教職員の給与の在り方に関する検討を行い、18 年度中に

結論を得て、20 年４月を目途に必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地方公共団体は、地方独立行政法人等に対し、職員数及び職

員の給与に関する情報を公開するよう要請するものとする。

 

 

 

 

 

 

法第 56 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 57 条 

 

 

 

 

 

 

 

○地方公共団体に対して、「地方公共団体における行政改革の

更なる推進のための指針」（平成 18 年８月 31 日付総務事務

次官通知）及び「地方公務員の給与改定に関する取扱い等に

ついて」（平成 18 年 10 月 17 日付総務事務次官通知）により、

地方における給与構造改革の着実かつ速やかな実施、地域民

間給与の適切な反映等を要請。また、人事委員会に対して、

公民較差算定等のガイドライン（平成 18 年８月 23 日）を通

知し、公民較差のより一層精確な算定、公民比較の勧告への

適切な反映、勧告内容等に対する説明責任の徹底等の取組を

要請。 

○地方公共団体の給与構造改革については、平成 19 年４月１日

時点において、1,855 団体（98.4％）が実施済又は実施見込

み。 

○公民給与の比較対象企業規模の見直し（100 人以上→50 人以

上）については、すべての人事委員会が平成 18 年勧告におい

て見直しを実施。 

○教員給与の在り方について検討するため、教員の勤務実態調

査等各種調査を実施するとともに、中央教育審議会初等中等

教育分科会の下に「教職員給与の在り方に関するワーキング

グループ」を設置し、メリハリを付けた教員給与体系につい

て検討し、平成 18 年度中に結論を得る。 

○「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

（平成 18 年８月 31 日付総務事務次官通知）により、行革推
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進法を踏まえ地方独立行政法人、地方公社や出資比率が４分

の１以上の第三セクターに対し、職員数及び職員の給与に関

する情報の公開を要請するよう地方公共団体に通知した。 
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５．国の資産及び債務に関する改革 

○財政融資資金貸付金残高の縮減の維持や国有財産の売却等

により、国の資産の圧縮を図るとともに、民間の知見を活用

して資産・債務の管理の在り方を見直す。 

 

○財政運営に当たっては、将来の国民負担を極力抑制し、市場

金利変動等が財政運営に与える影響を極力抑制し、国の債務

残高を抑制し、剰余金が過大にならない、ことを原則とする。

 

○平成 27 年度末における国の資産の額（ただし、外国為替等、

運用寄託金、公共用財産を除く）の対ＧＤＰ比が、平成 17

年度末の半分にできる限り近づくことを長期的な目安とし

て、国の資産を圧縮する。 

 

○国有財産について、以下の措置を講ずる。 

(1)売却可能と認められる国有財産の売却促進 

(2)国民負担軽減に資するか等を見極めつつ、証券化を検討 

(3)民間の知見を活用する仕組みの整備 

(4)庁舎の使用状況の監査と使用調整の徹底、余剰床の民間貸

付 

(5)区画変更等による不整形地の売却の容易化 

(6)売却までの間の民間への一時貸付の推進 

○財政融資資金貸付金について、幅広い観点からその証券化の

適否を検討する。 

 

○国債に関する施策について、民間の知見を活用して職員の専

門的能力を向上させ、その充実を図る。 

 

○企業会計の慣行を参考とした財務書類の整備を促進する。 

 

法第 58 条 

～第 60 条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「基本方針 2006」において、資産・債務改革について以下の

具体的な方針を決定。 

・平成 27 年度末に国の資産規模対ＧＤＰ比の半減を目指し、

国の資産を約 140 兆円規模で圧縮。 

・一般庁舎・宿舎、未利用国有地等、民営化法人株式に係る

今後 10 年間の売却収入目安として約 12 兆円を見込む。 

・財政融資資金貸付金について、今後 10 年以内で 130 兆円超

の圧縮を実現。証券化は、民間の知見を活用して、メリッ

トがコストを上回る場合、積極的に実施。 

・経済財政諮問会議の下にある専門調査会を改組し、改革の

実施状況についてチェック、フォロー。 

○国有財産については、以下の具体的な施策を実施。 

・平成 18 年６月、「国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関す 

る有識者会議」において、東京 23 区内の宿舎の移転・再配

置計画をとりまとめ。また、同年８月から改組された有識

者会議において、23 区外の宿舎、23 区内の庁舎の移転・再

配置を検討、平成 19 年３月 23 日に中間とりまとめを公表。 

・平成 18 年６月の有識者会議報告で、証券化・リースバック 

の活用について考え方を整理済。具体的な活用のあり方を

改組された有識者会議で検討、平成 19 年３月 23 日に中間

とりまとめを公表。 

・本省における有識者会議の他、各地方において、地方有識 

者会議を設置。 

・平成 18 年度から、庁舎の使用状況実態監査を実施。監査結 

果に基づき、省庁横断的な使用調整を実施中。更に改正国

有財産法により、余剰床の民間貸付を解禁。 

・平成 18 年４月の改正国有財産法により、不整形地の整形地 

化等のため、隣接地又は借地権との交換を可能にし、売却
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を円滑化。 

・平成 18 年３月に通達を発出し、未利用国有地の売却ルール

を明確化するとともに、処分等を行うまでの間の一時貸付

を促進。 

○財政投融資については、平成 19 年度財投編成で財政融資資金

貸付金残高を約 23 兆円圧縮。このうち、一時的要因（郵政公

社向け貸付金の償還等）を除くと 10 兆円程度の圧縮となる

が、こうした努力を継続すれば、27 年度末までに 110 兆円程

度の圧縮の見込み。また、証券化について、平成 19 年度から

実施すべく、「特別会計に関する法律」において所要の法的手

当てを行うとともに、有識者による検討会を立ち上げ、市場

関係者からヒアリング等を実施。 

○国債管理政策については、民間有識者等をメンバーとする懇

談会等を通じた市場との対話や、民間金融専門家の積極的な

採用を通じて得た民間の知見を活用し、買入消却及び流動性

供給入札の実施による国債市場の流動性の維持・向上等の施

策の充実・高度化を推進。 

○公会計については、平成 18 年 12 月、「特別会計財務書類の作

成基準」における、公的年金に係る負債の計上方法等の見直

しを実施。また、企業会計の慣行を参考とした特別会計財務

書類の作成を法定化（「特別会計に関する法律」）するととも

に、財務書類の作成・公表の早期化を図るためのシステム化

に係る実現可能性調査を実施。 

○財政運営原則については、左記の４原則も踏まえ、平成 19

年度予算においては、「基本方針 2006」で定められた歳出改

革を確実に進め、新規国債発行額を過去最大の 4.5 兆円減額

し、国債残高の増加を極力抑制。また、「特別会計に関する法

律」にて剰余金処理についての共通ルールを規定し、本法律

に基づき、平成 19 年度予算において約 1.8 兆円を一般会計に
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○国の資産・債務改革について、財務大臣が、平成 18 年度中

に、具体的内容、手順及び実施時期を定め、公表する。 

 

○地方公共団体においても、資産債務の実態を把握し、管理体

制の状況を確認するとともに、改革を推進するための具体的

な施策を策定する。また、地方公共団体に対し、企業会計の

慣行を参考とした貸借対照表その他財務書類の整備に関し

必要な情報の提供等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公務員制度改革 

○能力・実績に基づく人事管理、退職管理の適正化について、

できるだけ早期に具体化のため必要な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 61 条 

 

 

法第 62 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 63 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰入れ。 

 

○平成 19 年３月 27 日、資産・債務改革に係る工程表を財務大

臣が取りまとめ、経済財政諮問会議に報告。 

 

○「新地方公会計制度研究会」において、地方公共団体が公会

計の整備に自主的に取り組む上で参考となる財務書類のモデ

ル等を提言。 

○「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針

の策定について（平成 18 年８月 31 日付総務事務次官通知）」

において、公会計の整備については、原則として国の作成基

準に準拠し、連結ベースでの整備の推進に取り組まれたいこ

と、また、資産・債務管理については、国の資産・債務改革

も参考にしつつ、方向性と具体的な施策を策定されたいこと

について要請。 

○「新地方公会計制度研究会」報告書で示されたモデルの実証

的検証や資産評価方法等の諸課題について「新地方公会計制

度実務研究会」において検討中。 

 

 

○能力・実績による人事管理の徹底について、経済財政諮問会

議における「国益を真に追求する優秀な人材が集まり、誇り

を持って仕事に邁進し、責任を果たせる仕組み、将来にわた

ってその能力を生かせる仕組みを作っていくことが大切であ

る」との総理の指示を踏まえ、必要な法案化等の作業を急い

でいる。 

○再就職規制について、経済財政諮問会議における「各省庁に

よる再就職あっせんを禁止して、「新・人材バンク（仮称）」

へ一元化することで押し付け的あっせんを根絶する」、機能す
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○公務員の労働基本権、人事院制度、給与制度その他公務員に

係る制度の在り方について、国民の意見に十分配慮して、幅

広く検討を行う。 

○国と民間企業との人事交流を促進するため必要な措置を講

ずる。 

 

 

 

 

 

 

７．規制改革 

○金融、情報通信技術、出入国管理、社会福祉、労働、土地測

量その他の分野における規制の在り方について検討し、必要

な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

８．競争の導入による公共サービスの改革 

○「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 64 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 65 条 

る「「新・人材バンク（仮称）」を可能な限り早期に立ち上げ、

設置後３年以内に完全な一元化を必ず実現したい」との総理

の指示を踏まえ、必要な法案化等の作業を急いでいる。 

○また、厳格な行為規制を導入し、監視体制を整備する等のた

め、必要な法案化等の作業を急いでいる。 

○行政改革推進本部令により設置された行政改革推進本部専門

調査会（座長：佐々木毅学習院大学法学部教授）において、

検討中。４月中の専門調査会における中間とりまとめを要請。 

○交流元企業と雇用関係が継続している者の交流採用を可能に

するための官民人事交流法を改正し、平成 18 年９月 20 日か

ら施行。 

○人事院規則の改正により交流対象法人（信用金庫連合会）を

拡大。 

○官民交流の抜本的拡大を図るため、国・経済界・有識者等か

らなる官民交流推進体制を平成 19 年度から整備。 

 

 

○平成 18 年 12 月 25 日、規制改革・民間開放推進会議の最終答

申。翌 26 日、同答申に記されている具体的施策を最大限尊重

する旨の閣議決定。同答申を受けて、「労働契約法案」等の法

案を平成 19 年通常国会に提出。 

○平成 19 年１月 26 日、規制改革・民間開放推進会議の後継組

織として規制改革会議が設置、31 日初会合（草刈隆郎日本郵

船株式会社代表取締役会長を議長に選出）。同年６月頃を目途

に、規制改革に関する新３か年計画を策定予定。 

 

 

 

○平成 18 年５月 26 日に成立した「競争の導入による公共サー
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づく改革を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．公益法人制度改革 

○「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の適切な運用

を確保する。 

 

 

 

１０．政策評価の推進 

○内閣の重要政策に係る政策評価の重点的かつ効率的な実施

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第 66 条 

 

 

 

 

 

 

法第 67 条 

 

 

ビスの改革に関する法律」（以下「公共サービス改革法」とい

う。）が７月７日に施行され、同日、官民競争入札等監理委員

会（委員長：落合誠一東京大学大学院教授）を内閣府に設置。 

○公共サービス改革法に基づき、①公共サービス改革に関する

政府の基本的な考え方、②官民競争入札等の対象とする業務

を内容とする「公共サービス改革基本方針」を９月５日に閣

議決定。 

○また、国民の立場に立って、公共サービスの不断の見直しを

推し進める観点から、同基本方針については、少なくとも毎

年度一度見直すこととしており、民間事業者等からの意見（要

望）等を踏まえ、12 月 22 日に対象事業の追加等のため基本

方針を改定（閣議決定）。 

○上記基本方針改定を踏まえ、登記事項証明書等の交付及び登

記簿等の閲覧に関する業務について、官民競争入札又は民間

競争入札の対象とし、民間事業者に対する委託を可能とする

ための「公共サービス改革法」の一部改正法案（不動産登記

法等の特例規定の整備）を平成 19 年通常国会に提出。 

 

 

○「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、及び整備法

が、行政改革推進法とともに、平成 18 年通常国会において成

立。 

○平成 19 年４月から内閣府に公益認定等委員会が発足。 

 

 

○各府省は内閣総理大臣施政方針等に示された内閣の重要政策

に関する評価について、評価を重点的かつ効率的に実施。 
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○ 総務省は平成 18 年度中に「行政機関が行う政策の評価に

関する法律」の枠組みの下で、規制について事前評価を義務

付けるために必要な措置を講じる。 

 

１１．その他横断的事項 

○ 政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を

図り、その必要性の有無及び実施主体の在り方について事務

及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏

まえた検討を行う。 

重要７ 

(４)ア 

 

 

 

法第２条 

○平成 19 年３月 30 日に、「行政機関が行う政策の評価に関する

法律施行令」の一部改正及び「政策評価に関する基本方針」

の一部変更を行い、所要の措置を講じた。 

 

 

○左記の考え方に基づき、総人件費改革については、｢国の行政

機関の定員の純減について｣を平成18年６月30日に閣議決定

した。また、市場化テストの推進に当たっても、事業仕分け

の趣旨を踏まえて、廃止や官民競争入札等の対象事務の選

定を行うことなどを盛り込んだ「公共サービス改革基本方

針」を平成 18 年９月５日に閣議決定した。 

※ 行政改革の重要方針の項目であっても、行政改革推進法の項目と合わせて掲げているものがある。 
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Ⅱ．既往の閣議決定の実施状況 

（「行政改革の重要方針」、「今後の行政改革の方針」（行政改革推進法の対象事項はⅠに記述）） 
既往の閣議決定の概要 区分 実施状況 

政府関係法人の見直し 

（１）特殊法人等改革 

○引き続き、「特殊法人等整理合理化計画」の具体化を進める。

○特殊法人等、特殊法人等から移行した独立行政法人につい

て、事業の廃止・縮小・重点化などを通じて財政支出の縮減

を図る。 

 

 

 

 

○公営競技関係法人及び総合研究開発機構について、事業及び

組織形態について講ずべき措置を決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）独立行政法人の組織・業務全般の見直し等 

○「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全

般の見直しについて」(平成 15 年８月１日閣議決定)に基づ

き、中期目標期間の終了時において、組織・業務全般につい

て極力整理縮小する方向で見直す。 

 

 

方針１(３) 

 

 

 

 

 

 

 

重要２(２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１(２) 

重要２(１) 

 

 

 

 

○これまでに、改革対象 163 法人のうち 136 法人について既に、

廃止、民営化、独立行政法人化等に向け、法制上の措置その

他必要な措置を講じたところ（現状維持とされた５法人を除

く今後措置予定の 22 法人についての措置内容は決定済み。）。

特殊法人等向け財政支出については、「特殊法人等整理合理化

計画」に基づく組織形態・事業の徹底した見直しにより、一

般会計及び特別会計合わせて、特殊法人等改革基本法の集中

改革期間内で実質的に財政支出を約 1.8 兆円削減。 

○「行政改革の重要方針」において決定された方針に沿って、

法改正等の所要の措置を講じる。 

・「競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案」を

平成 19 年通常国会に提出 

・「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

案」を平成 19 年通常国会に提出 

・「モーターボート競走法の一部を改正する法律案」が平成

19 年通常国会において成立（平成 19 年 4 月 1 日施行予定） 

・「総合研究開発機構法を廃止する法律案」を平成 19 年通常

国会に提出 

 

 

○「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全

般の見直しについて」に基づき、平成 15 年度には独立行政法

人教員研修センターについて見直しを実施し、また、平成 16、

17 年度には、平成 17 年度末までに中期目標期間が終了する



 18

○国家公務員以外が業務を担う場合の問題点を説明できない

場合、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行を進め

る。 

（※「行政改革推進法」における同様の規定による見直し及び

「独立行政法人通則法」による見直しと併せて実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）行政代行法人等の見直し 

○官民の役割分担、規制改革及び国の関与等の透明化・合理化

の観点から、平成 18 年度末までに以下の法人について所要

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１(４) 

重要２(４) 

 

56 法人について見直しを実施し、総務省の政策評価・独立行

政法人評価委員会による指摘を踏まえ、①56 法人を 42 法人

に整理・統合、②56 法人のうち公務員型 51 法人について役

職員の身分を見直し、44 法人（職員約 12,000 人）を非公務

員化、③個別の事務・事業の廃止・重点化等による合理化、

などの見直し内容を行政改革推進本部の議を経て主務大臣が

決定。 

○法律改正が必要な事項については、平成 17 年度の見直しによ

り統合が決定された法人を除き、所要の法案を平成 18 年通常

国会に提出、成立済み。 

○平成 17 年度の見直しにより統合が決定された法人（（独）農

林水産消費技術センター、(独)肥飼料検査所及び(独)農薬検

査所の統合、(独)森林総合研究所及び(独)林木育種センター

の統合、(独)国立博物館及び(独)文化財研究所の統合）につ

いては、 

 ・「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農

林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究

所法の一部を改正する法律案」が平成 19 年通常国会におい

て成立（平成 19 年 4 月 1 日施行予定）。 

・｢独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律案｣が平

成 19 年通常国会において成立（平成 19 年 4 月 1 日施行予

定）。 

（※平成 18 年度の取組については、前述〔行政改革推進法第

15 条関係〕） 

 

 

○特別の法律により設立される民間法人(37 法人)については、

「行政改革の重要方針」において見直し内容を決定。検査・

検定手数料の引下げ、民間参入促進措置の実施、経常的経費
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 ・特別の法律により設立される民間法人 

 ・その他の特別の法律により設立される法人 

 ・法令等に基づき、国の指定、認定、登録等を受けて、法令

等で定められた特定の事務・事業を実施している法人 

 ・補助金等の交付により造成した基金等を保有する法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．社会保険庁改革 

○平成 20 年 10 月を目途に、現行の社会保険庁を廃止するとと

もに、公的年金と政管健保の運営を分離の上、それぞれ新た

な組織を設置する等の解体的出直しを行い、所要の法律案を

平成 18 年通常国会に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要６(１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対する補助金や委託費の削減などの措置について取組を開

始。 

○その他の特別の法律により設立される法人(11法人)について

は、「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監

督基準」を平成18年８月15日閣議決定。また、経常的経費に

係る補助金を今後５年間で10％削減、監査体制の強化等によ

る補助金の第三者への分配・交付の効率化・透明化等の見直

しを平成18年12月24日行政改革推進本部において決定。 

○国からの指定等に基づき、特定の事務・事業を実施する法人

については、「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実

施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・

合理化のための基準」を平成18年８月15日閣議決定。 

○補助金等の交付により造成した基金等を保有する法人（71法

人121基金）については、「補助金等の交付により造成した基

金等に関する基準」を平成18年８月15日閣議決定。また、約

1,700億円の国庫返納等の見直しを平成18年12月24日行政改

革推進本部において決定。 

 

 

○政管健保の公法人化（「全国健康保険協会」の設立）について

盛り込んだ「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成

18年通常国会において成立。 

○年金新組織（「ねんきん事業機構」（厚生労働省の特別の機関）

の設置）について盛り込んだ「ねんきん事業機構法案」を平

成18年通常国会に提出、同年臨時国会において廃案。 

○年金の財政責任・管理責任は国が担う一方、その運営業務は

非公務員型の新法人に担わせること（「日本年金機構」の設立）

について盛り込んだ「日本年金機構法案」を平成19年通常国

会に提出。 
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○年金福祉施設等については、５年後の廃止を前提とした独立

行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構において整理合理

化を進めるとともに、年金福祉施設等の運営等が委託されて

いる公益法人についても、廃止・統合等の抜本的な見直しを

速やかに進める。 

 

３．行政効率化 

○各府省は、納税者の視点に立って、各府省毎に作成した行政

効率化推進計画（平成 16 年６月 15 日行政効率化関係省庁連

絡会議取りまとめ）に基づき、「行政コスト削減に関する取

組方針」（平成 11 年４月 27 日閣議決定）の取組を引き継ぎ、

関係府省に共通する主要な取組を実施するなど行政効率化

を推進する。 

○各府省は、毎年予算案決定後、行政効率化推進計画の取組

実績を国民に分かりやすい形で公表し、フォローアップを行

う。 

 

重要６(５) 

 

 

 

 

 

 

方針２ ア 

 

○年金福祉施設等については、平成17年10月に設立された独立

行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構において、５年間

で整理合理化を実施。 

 

 

 

 

○平成19年２月６日に行政効率化関係省庁連絡会議を開催し、

各府省より行政効率化推進計画等の取組実績について報告を

受け、とりまとめ。 

・主要な取組の平成19年度予算における削減効果は▲606億円

（取組開始後の累計額）。 

  電子政府関係の効率化  ▲287億円 

アウトソーシング   ▲26億円 

公用車の効率化    ▲18億円  等 

・平成17年度における公共事業コストの縮減効果は▲4577億

円。 
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４．電子政府 

（１）電子政府の推進 

○｢電子政府構築計画｣に盛り込まれた施策を着実に実施。 

・国民の利便性・サービスの向上のため、オンライン利用促

進及び行政情報の提供の充実、利便性の向上を図る。 

 

 

 

・業務・システムの最適化（効率化・合理化） 

 

（２）電子自治体の推進 

○行政手続のオンライン化に係る地方公共団体の取組を一層

促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

○電子自治体業務の標準化・共同化など業務改革を推進すると

ともに、電子自治体業務の共同処理センターの運用の「共同

アウトソーシング」を推進する。 

 

（３）電子政府・電子自治体の共通基盤の利活用の推進 

○各府省庁所管のオンライン手続において、できる限り早期

に、公的個人認証サービスの利用を開始、また、地方公共団

体に対しても必要な支援を促進する。 

 

 

 

方針５(１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針５(２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針５(３) 

 

 

 

 

 

 

・平成 18 年３月に策定した「オンライン利用促進のための行動

計画」に基づき、引き続きオンライン利用を促進 

・電子政府の総合窓口(e-Gov)を活用した手続のワンストップサ

ービスを平成 18 年４月に開始し、各府省の手続きの移行を実

施中（これまでに９府省が実施）。 

・最適化対象の業務・システムのうち 83 分野について最適化計

画を策定、新たに１分野を追加。引き続き最適化を推進。 

 

○「地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付

システムの基本仕様（第二版）」を策定し、地方公共団体に提

示。 

○申請・届出、入札、歳入、地方税の申告手続等の電子化の推

進について地方財政措置を実施。 

○各地方公共団体におけるオンライン化及びオンライン利用促

進に向けた取組の参考となるよう、平成 18 年７月に「電子自

治体オンライン利用促進マニュアル」を策定し、地方公共団

体に提示。 

○共同処理センターにおいて活用する電子申請等の各種アプリ

ケーションの開発、共同処理センターの設置に対する地方財

政措置を実施。 

 

 

○各府省の電子申請システムについては、公的個人認証サービ

スに一部対応。また、平成 19 年３月 30 日現在、47 都道府県

と一部の市区町村における各種手続において公的個人認証サ

ービスに対応。 
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○住民基本台帳ネットワークシステムの利活用を促進する。 

 

 

 

○国の行政機関と地方公共団体との間のネットワークは、原則

霞が関ＷＡＮ・総合行政ネットワーク(ＬＧＷＡＮ)を活用す

る。 

 

（４）情報セキュリティ・個人情報保護対策の推進 

○｢各府省庁の情報システム及びその運用に関する安全基準｣

を策定し、各府省庁の情報セキュリティ水準の斉一的な引き

上げを図る。 

 

 

○電子政府の基盤法制である行政機関個人情報保護法等の適

切かつ厳格な運用を行う。総務省は、法の施行状況について

報告を求めること等により、適正な運用の確保を図る。 

 

 

５．地方分権の推進 

（１）市町村合併の推進 

○与党行財政改革推進協議会における「市町村合併後の自治体

数を 1000 を目標とする」という方針を踏まえて、引き続き

自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針５(４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針８(１) 

 

 

 

 

 

 

 

○国の行政機関等に対して、住基ネット利用の働きかけを行っ

ているところ。平成 18 年 10 月から社会保険庁の国民年金・

厚生年金事務において、年金受給者の現況届の省略のために

住基ネットの利用を開始。 

○霞が関 WAN・LGWAN の活用を検討しているシステムについて、

最適化計画等に基づいて、活用のための必要な措置を実施。 

 

 

 

○「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」（政府

機関統一基準）に基づき、各府省庁において当該省庁の情報

セキュリティポリシーを改訂し、情報セキュリティ対策を推

進。内閣官房では、各府省庁の端末とウェブサーバに関する

情報セキュリティ対策状況について重点検査を実施。 

○各行政機関及び各独立行政法人等においては、監査・点検、

職員に対する教育研修などの所要の措置を実施。総務省は、

法の施行状況について報告を求めること等により、適正な運

用を確保。 

 

 

 

○平成 17 年４月以降においても、市町村の合併の特例等に関す

る法律（平成 16 年法律第 59 号。以下「合併新法」という。）

に基づき、引き続き市町村合併を積極的に推進。 

○平成 11 年３月末に 3,232 あった市町村は、平成 19 年３月末

には 1,804 となるなど、市町村合併は相当程度進展。合併新

法下における合併は 13 件が実現。 
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（２）地方行革の推進 

○社会経済情勢の変化を踏まえ更に積極的な取組を促進する

ため、行政改革推進のための新たな指針を平成 16 年度末ま

でに策定する。 

また、定員・給与等の人事運営の状況、民間委託等の実施

状況、財務状況について、他の団体と比較可能な形での公表

を地方公共団体に要請するとともに、地方公共団体の行政改

革に関する取組状況を平成 17 年度から順次公表し、優良事

例についても幅広く周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他 

（１）公会計の見直し 

○省庁別連結財務書類について、試行を経て、平成 18 年度か

ら「年次報告書(仮称)」として公表する。 

○政策ごとに予算と決算とを結び付け、予算とその成果を評価

できるような予算書、決算書の作成に向けて、平成 18 年度

までに整備を進める。 

 

（２）行政立法手続 

○行政立法について、国民一般から意見を求める手続を法制化

することとし、行政手続法検討会報告に沿ってそのための立

 

方針８(２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針３(２) 

 

 

 

 

 

 

方針３(３) 

 

 

○総務省において、「地方公共団体における行政改革の推進のた

めの新たな指針」（平成17年３月29日付け総務事務次官通知）

を策定し、各地方公共団体に対し「集中改革プラン」の公表

をはじめとした行政改革の積極的な推進を要請し、その取組

状況について、団体間で比較可能な形で平成 18 年８月 31 日

に公表。 

○また、地方行革の更なる推進のため「地方公共団体における

行政改革の更なる推進のための指針」（平成 18 年８月 31 日付

け総務事務次官通知）を策定し、「総人件費改革」、「公共サー

ビス改革」及び「地方公会計改革」の３つの改革について、｢情

報公開の徹底と住民監視｣の下、より一層の行政改革の推進に

努めるよう要請。 

○地方公共団体における民間委託の推進や指定管理者制度の活

用、事務事業の再編・整理等の代表的な行政改革の取組事例

を取りまとめた「行政改革事例集」を平成 17 年度に続き、平

成 18 年度も作成、地方公共団体に周知。 

 

 

 

○平成 18 年度から省庁別財務書類を「年次報告書」の一環とし

て公表（平成 18 年３月 30 日）。 

○平成 20 年度予算を目途に新たな表示科目による概算要求・編

成作業を行う予定。 

 

 

 

○命令等を定めるに当たって広く一般から意見を求める意見公

募手続等を主な内容とする「行政手続法の一部を改正する法
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案作業を進め、平成 17 年通常国会に提出する。 

 

（３）中央省庁等改革の的確な実施 

○中央省庁等改革について、行政改革会議最終報告や「中央省

庁等改革基本法」(平成 10 年法律第 103 号)の趣旨に沿った

組織・制度の運営が行われているか、今後の与党における中

央省庁等改革の実施状況に係る議論を踏まえた点検を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

方針９ 

 

 

 

律案」が平成 17 年通常国会（第 162 回）において成立（平成

18 年４月１日施行）。 

 

○今後の与党における中央省庁等改革の実施状況に係る議論を 

踏まえ、点検を実施。 

 

 

 


